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○
標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
政
令
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
標
準
的
な
官
職
等
を
定
め
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
一
の
項
関
係
）

（
表
一
の
項
関
係
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

表
一
の
項
第
三
欄
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
内
閣
審
議
官
は
、
次
の
各

４

表
一
の
項
第
三
欄
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
内
閣
審
議
官
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

国
家
公
務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
の
事
務
局
次
長
に
充
て
ら
れ
た
も
の

四
～
六

（
略
）

五
～
七

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）


